
総 論

第 章 高齢者を取り巻く状況



第２章 高齢者を取り巻く状況

１ 高齢者の状況

（１）総人口の推移

本市の人口は令和２（ ）年をピークに減少に転じ、令和５（ ）年 月１日

現在、 人となっています。

年齢階層別でみると、年少人口、生産年齢人口とも近年は減少傾向にあります。また、

これまで増加を続けていた高齢者人口は、令和５（ ）年 月１日現在 人と

減少しましたが、高齢化率は ％に上昇しています。

人口、高齢化率の推移

上段：人、下段：％

※三郷市：住民基本台帳（各年 月１日現在）

埼玉県：埼玉県町（丁）字別人口調査（令和５ 年 月１日現在）

全国：「人口推計」（総務省統計局 令和５ 年 月１日現在）

※四捨五入の関係で、合計値が各項目の合計と一致しない場合があります。
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令和元
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令和２
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令和３
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令和４

年

令和５

年
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後期高齢者 実数
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三郷市
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高齢者人口

（65歳以上）

総　論



（２）総人口の見込み

本市の人口は、令和 （ ）年の 人以降は減少に転じており、令和 （ ）

年には 人と予想されます。

年齢階層別でみると、年少人口や生産年齢人口は今後減少することが見込まれますが、

高齢者人口は横ばい、総人口の減少とともに高齢化率は上昇が予想されます。

人口、高齢化率の見込み

上段：人、下段：％

※三郷市：三郷市版人口ビジョン（パターン２：現状に準拠する人口推移）（令和元 年 月推計 ４月１日基準）

国立社会保障・人口問題研究所（平成 （ ）年推計）「日本の地域別推計人口」を補正した推計値より作成

※埼玉県：国立社会保障・人口問題研究所（平成 年推計）

※全国：国立社会保障・人口問題研究所（令和５ 年推計）

埼玉県
全国
(万人)

令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22 令和22 令和22
(2024)年 (2025)年 (2026)年 (2030)年 (2035)年 (2040)年 (2040)年 (2040)年

実数

構成比

実数

構成比

実数

構成比

前期高齢者 実数

（65～74歳） 構成比

後期高齢者 実数

（75歳以上） 構成比

実数

（65歳以上）

総人口（人）

三郷市

年少人口

（0～14歳）

生産年齢人口

（15～64歳）

高齢者人口

令和６
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令和７
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令和８

年
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年
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年
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年
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令和５（ ）年 月１日時点の人口ピラミッドをみると、団塊の世代が含まれる

～ 歳及び団塊ジュニア世代が含まれる ～ 歳の割合が高くなっています。また、

歳代以上の年代では女性の方が人口は多くなっていますが、 歳未満の年代では男

性の方が多くなっています。

人口ピラミッド（令和５ 年）

※住民基本台帳（令和５ 年 月１日現在）

※団塊の世代は主に昭和 年～昭和 年に生まれた人を指します。

※団塊ジュニア世代は主に昭和 年～昭和 年に生まれた人を指します。

～ 歳

～ 歳
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～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

歳以上
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被保険者
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令和 （ ）年時点（見込み）では、団塊ジュニア世代が前期高齢者となることか

ら、前期高齢者が多くなっています。

人口ピラミッド（令和 年）

※三郷市：三郷市版人口ビジョン（パターン２：現状に準拠する人口推移）（令和元 年 月推計 ４月１日基準）

国立社会保障・人口問題研究所（平成 （ ）年推計）「日本の地域別推計人口」を補正した推計値より作成
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（３）高齢者人口の推移

本市の令和５（ ）年 月１日現在の高齢者人口は 人で、そのうち、前期

高齢者数（ ～ 歳）が 人、後期高齢者数（ 歳以上）が 人となって

います。前期高齢者と後期高齢者の比率は、前期高齢者が低下、後期高齢者は上昇を続

けており、令和４（ ）年には後期高齢者が前期高齢者を上回りました。

前期高齢者と後期高齢者の割合の推移

上段：人、下段：％

※住民基本台帳（各年 月１日現在）

平成

年

令和元

年

令和２

年

令和３

年

令和４

年

令和５

年

前期高齢者 後期高齢者 前期高齢者比率 後期高齢者比率

（人） （％）

平成30 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５
(2018)年 (2019)年 (2020)年 (2021)年 (2022)年 (2023)年

前期高齢者

（65～74歳）

後期高齢者

（75歳以上）

高齢者人口（65歳以上）
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（４）高齢者人口の見込み

前期高齢者数（ ～ 歳）は、令和 （ ）年頃まで減少を続けた後に増加に転

じることが予想されます。他方、後期高齢者数（ 歳以上）は令和 （ ）年頃を

ピークに減少に転じると予想されます。

前期高齢者と後期高齢者の構成比は、令和 （ ）年には前期高齢者が ％、後

期高齢者が ％と、後期高齢者が ポイント上回ることが予想されます。また、

令和 （ ）年を境に後期高齢者の割合が低下、前期高齢者の割合が上昇に転じるこ

とが予想されます。

前期高齢者と後期高齢者の割合の見込み

上段：人、下段：％

※三郷市：三郷市版人口ビジョン（パターン２：現状に準拠する人口推移）（令和元 年 月推計 ４月１日基準）

国立社会保障・人口問題研究所（平成 （ ）年推計）「日本の地域別推計人口」を補正した推計値より作成

※埼玉県：国立社会保障・人口問題研究所（平成 年推計）

※全国：国立社会保障・人口問題研究所（令和５ 年推計）

埼玉県
全国
(万人)

令和６ 令和７ 令和８ 令和12 令和17 令和22 令和22 令和22
(2024)年 (2025)年 (2026)年 (2030)年 (2035)年 (2040)年 (2040)年 (2040)年

実数

構成比

前期高齢者 実数

（65～74歳） 構成比

後期高齢者 実数

（75歳以上） 構成比

実数

三郷市

高齢者人口

（65歳以上）

総人口（人）

令和６

年

令和７

年

令和８

年

令和

年

令和

年

令和

年

前期高齢者 後期高齢者 前期高齢者比率 後期高齢者比率

（人） （％）
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（５）認知症高齢者の見込み

国の推計によると、全国の 歳以上の高齢者の認知症患者数と有病率の将来推計は、

令和７（ ）年には認知症患者数が 万人と５人に１人（ ％）であるのに対し、

令和 （ ）年には 万人と４人に１人（ ％）、令和 （ ）年には

万人と３人に１人（ ％）になると見込まれています。

これを本市にあてはめた場合、団塊の世代が後期高齢者となる令和７（ ）年には

約 人、団塊ジュニア世代が高齢者となる令和 （ ）年には約 人の認

知症患者がいることが予想されます。

【参考】 歳以上の認知症患者数と有病率の見込み（全国）

※「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」より作成

（平成 年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学二宮教授）

長期の断続的な認知症の有病率調査を行っている福岡県久山町研究データに基づいた、

・各年齢層の認知症有病率が、一定と仮定した場合

・各年齢層の認知症有病率が、糖尿病有病率の増加により上昇すると仮定した場合

（久山町研究からモデルを作成すると、年齢、性別、生活習慣（糖尿病）の有病率が認知症の有病率に影響することがわか

った。本推計では令和 年までに糖尿病有病率が ％増加すると仮定した。）

令和７

年

令和

年

令和

年

令和

年

令和

年

令和

年

令和

年

令和

年

各年齢の認知症有病率が一定の場合の人数

各年齢の認知症有病率が上昇する場合の人数

各年齢の認知症有病率が一定の場合の有病率

各年齢の認知症有病率が上昇する場合の有病率

（万人） （％）
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（６）世帯の推移

本市の世帯総数は令和５（ ）年 月１日現在、 世帯となっており、平成

（ ）年から５年間で 世帯増加しています。一方、１世帯あたりの人口は年々

減少し、令和５（ ）年は 人／世帯となっています。

世帯数、一世帯あたり人口の推移

※三郷市：住民基本台帳（各年 月１日現在）

埼玉県：埼玉県町（丁）字別人口調査（令和５ 年１月１日現在）

平成

年

令和元

年

令和２

年

令和３

年

令和４

年

令和５

年

世帯総数 １世帯あたりの人口

（世帯） （人）

埼玉県

平成30 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和５
(2018)年 (2019)年 (2020)年 (2021)年 (2022)年 (2023)年 (2023)年

世帯総数
（世帯）

１世帯あたりの人口
（人）

三郷市
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（７）高齢者世帯の推移

本市の 歳以上の高齢者がいる世帯数は増加傾向にあり、令和５（ ）年は

世帯で、一般世帯総数の ％を占めています。

高齢夫婦世帯、高齢独居世帯ともに増加が続いており、令和５（ ）年の高齢夫婦

世帯は 世帯で一般世帯総数の ％、高齢独居世帯は 世帯で一般世帯総

数の ％を占めています。

高齢者世帯の推移

上段：人、下段：％

※長寿いきがい課で 住民基本台帳（各年 月１日時点）をもとに概算で算出したもの

平成

年

令和元

年

令和２

年

令和３

年

令和４

年

令和５

年

高齢夫婦世帯数 高齢独居世帯数

（世帯）

平成30 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５
(2018)年 (2019)年 (2020)年 (2021)年 (2022)年 (2023)年

一般世帯総数

うち高齢夫婦世帯

うち高齢独居世帯

うち高齢者のいる世帯

67,106
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（８）高齢者世帯の見込み

高齢者世帯の今後の推移をみると、高齢独居世帯数は増加が続くことが見込まれます

が、高齢夫婦世帯数は令和７（ ）～ （ ）年にかけては減少すると予想されま

す。

高齢者世帯の見込み

※国立社会保障・人口問題研究所（平成 （ ）年推計）「日本の地域別推計人口」を補正した推計値に「日本の世帯数の

将来推計（都道府県別推計）（平成 年推計）」の推計手法で導き出した世帯主率を乗じることで算出したもの

令和７

年

令和

年

令和

年

令和

年

高齢夫婦世帯数 高齢独居世帯数

（世帯）
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（９）第１号被保険者及び第２号被保険者数の推移

本市の第１号被保険者（ 歳以上）は、令和５（ ）年 月１日現在で 人

と若干減少しましたが、第１号被保険者、第２号被保険者（ ～ 歳）とも増加傾向に

あります。

第１号被保険者と第２号被保険者の割合は、第１号被保険者が ％台、第２号被保

険者が ％台で推移しています。

第１号被保険者及び第２号被保険者数の推移

第１号被保険者及び第２号被保険者数の割合の推移

※住民基本台帳（各年 月１日現在）

平成

年

令和元

年

令和２

年

令和３

年

令和４

年

令和５

年

第 号被保険者（ ～ 歳） 第 号被保険者（ 歳以上）

（人）

平成

年

令和元

年

令和２

年

令和３

年

令和４

年

令和５

年

第 号被保険者（ ～ 歳） 第 号被保険者（ 歳以上）

（％）
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（ ）第１号被保険者及び第２号被保険者数の見込み

第１号被保険者（ 歳以上）は令和８（ ）年までは横ばい、令和 （ ）年

には一時減少が見込まれますが、令和 （ ）年以降は増加が見込まれます。第２号

被保険者（ ～ 歳）は令和 （ ）年頃をピークに減少に転じることが予想され

ます。

また、第１号被保険者と第２号被保険者の割合は、令和 （ ）年以降第１号被保

険者割合の上昇、第２号被保険者割合の低下が進み、令和 （ ）年には両者の割合

が大きく近づくことが見込まれます。

第１号被保険者及び第２号被保険者数の見込み

第１号被保険者及び第２号被保険者数の割合の見込み

※国立社会保障・人口問題研究所（平成 （ ）年推計）「日本の地域別推計人口」を補正した推計値より作成

令和６

年

令和７

年

令和８

年

令和

年

令和

年

令和

年

第 号被保険者（ ～ 歳） 第 号被保険者（ 歳以上）

（人）

令和６

年

令和７

年

令和８

年

令和

年

令和

年

令和

年

第 号被保険者（ ～ 歳） 第 号被保険者（ 歳以上）

（％）
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（ ）要支援・要介護認定者数の推移

本市の第１号被保険者の要支援・要介護認定者数は増加を続けており、令和５（ ）

年９月末日現在の要支援・要介護認定者数は 人で、平成 （ ）年と比べて

人の増加となっています。

また、認定率（第１号被保険者に占める認定者の割合）も年々上昇しています。令和

５（ ）年９月末日現在の第１号被保険者は 人、うち要支援・要介護認定者

数は 人で、認定率は ％となっています。これは、平成 （ ）年と比較

して ポイントの上昇となっています。

要支援・要介護認定者数、認定率の推移

（人）

※介護保険事業状況報告月報（各年９月分）

平成

年

令和元

年

令和２

年

令和３

年

令和４

年

令和５

年

第１号被保険者数 認定者数（第 号） 認定率

（人） （％）

平成30 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５
(2018)年 (2019)年 (2020)年 (2021)年 (2022)年 (2023)年

認定者数

第１号被保険者

前期高齢者数
（65～74歳）

後期高齢者数
（75歳以上）

第１号被保険者数

認定率（％）

第２号被保険者数
（40～64歳）
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（ ）要介護度別の認定者数の推移

要介護度別の構成をみると、要介護１の増加が著しく、令和５（ ）年は 人

と、平成 （ ）年から約 倍の増加となっています。

令和５（ ）年の要介護度別の構成比をみると、要介護１（ ％）の割合が最も

高く、次いで要介護２（ ％）、要支援１（ ％）となっています。

要介護度別の認定者数の推移

※介護保険事業状況報告月報（各年９月分）

要介護度認定基準の目安

要支援１＝生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる

要支援２＝生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる

要介護１＝食事やトイレは一人でできるが、家事や身の回りの世話など一部介助が必要

要介護２＝立ち上がりや歩行が自力ではできにくく、生活全般について、一部または全介助が必要。移動が不安定

要介護３＝食事・トイレ・入浴・着替えなどに一部または全介助が必要。自力で歩くことができない

要介護４＝食事・トイレ・入浴・着替えなど全介助が必要。複雑な動作ができない

要介護５＝生活全般に全介助が必要。移動の動作がほとんどできない

要介護度の構成比
（令和５ 年９月末日現在）

平成30 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５
(2018)年 (2019)年 (2020)年 (2021)年 (2022)年 (2023)年

要支援認定者

要支援１

要支援２

要介護認定者

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

認定者合計

平成

年

令和元

年

令和２

年

令和３

年

令和４

年

令和５

年

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（人）

要支援１

要支援２

要介護１
要介護２

要介護３

要介護４

要介護５
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（ ）要支援・要介護認定者数の見込み

要支援・要介護認定者数の今後の見込みは、令和 （ ）年まで第１号被保険者の

認定者数及び認定率は増加を続け、令和 （ ）年には認定者数は 人、認定率

は ％を超える見込みです。

第１号被保険者の要支援・要介護認定者数、認定率の見込み

要介護度別の認定者数の見込み

※地域包括ケア「見える化」システム

令和６
(2024)年

令和７
(2025)年

令和８
(2026)年

令和12
(2030)年

令和17
(2035)年

令和22
(2040)年

認定者数（人）

第１号被保険者

第２号被保険者

第１号被保険者数（人）

認定率（％）

令和６

年

令和７

年

令和８

年

令和

年

令和

年

令和

年

第１号被保険者数 認定者数 認定率

（人） （％）

令和６

年

令和７

年

令和８

年

令和

年

令和

年

令和

年

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（人）
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（ ）介護保険サービス利用者数の推移

介護保険サービスには、自宅を中心に利用する「居宅サービス」、介護保険施設（介

護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院）に入所する「施設サービス」があり

ます。また、市民のみが利用できる「地域密着型サービス」があります。

これまで、介護保険サービス利用者数は増加が続いており、令和５（ ）年は

人となっています。サービス類型別では、「居宅サービス」が 人で最も多く、全

体の７割強を占めています。「地域密着型サービス」は令和３（ ）年以降減少が続

いています。

介護保険サービス利用者数の推移

※介護保険事業状況報告月報（各年９月分）

平成30 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５
(2018)年 (2019)年 (2020)年 (2021)年 (2022)年 (2023)年

サービス利用者数（人）

居宅サービス

地域密着型サービス

施設サービス

平成

年

令和元

年

令和２

年

令和３

年

令和４

年

令和５

年

居宅サービス 地域密着型サービス 施設サービス

（人）
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（ ）介護保険外サービス利用者数の推移

「紙おむつ支給事業」は令和３（ ）年度に制度の見直しに伴い利用者数が減少し

ましたが、その後は増加が続いています。「見守り配食サービス事業」は、制度運用の

厳格化に伴い近年では利用者数が減少傾向にあります。

紙おむつ支給事業実利用者数及び決算額の推移

見守り配食サービス事業実利用者数及び決算額の推移

※長寿いきがい課作成（実利用者数は各年度９月末時点）

※長寿いきがい課作成（実利用者数は各年度９月末時点）

平成

年度

令和元

年度

令和２

年度

令和３

年度

令和４

年度

令和５

年度

見守り配食サービス事業 決算額（千円）

（人） （千円）

平成

年度

令和元

年度

令和２

年度

令和３

年度

令和４

年度

令和５

年度

要介護３ 要介護４ 要介護５ その他 決算額

（人） （千円）
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「軽度生活援助事業」の利用者数は横ばいとなっています。「緊急通報システム事業」

の利用者数は減少が続いています。「訪問理美容サービス事業」の利用者数は令和２

（ ）年度以降増加が続いています。

軽度生活援助事業延べ利用者数及び決算額の推移

緊急通報システム事業実利用者数及び決算額の推移

訪問理美容サービス事業実利用者数及び決算額の推移

※長寿いきがい課作成（実利用者数は各年度９月末時点）

※長寿いきがい課作成（実利用者数は各年度３月末時点））

※長寿いきがい課作成（延べ利用者数は各年度３月末時点）

平成

年度

令和元

年度

令和２

年度

令和３

年度

令和４

年度

要介護4 要介護5 決算額

（人） （千円）

平成

年度

令和元

年度

令和２

年度

令和３

年度

令和４

年度

軽度生活援助事業 決算額（千円）

（人） （千円）

平成

年度

令和元

年度

令和２

年度

令和３

年度

令和４

年度

令和５

年度

緊急通報システム事業 決算額

（人） （千円）

第２章　高齢者を取り巻く状況



（ ）介護保険外サービス利用者数の見込み

高齢者人口や要介護認定者数の増加を背景に、「見守り配食サービス事業」のニーズ

は堅調に推移し、「紙おむつ支給事業」「緊急通報システム事業」では利用者数の増加が

見込まれます。

紙おむつ支給事業実利用者数の見込み

見守り配食サービス事業実利用者数の見込み

緊急通報システム事業実利用者数の見込み

※長寿いきがい課作成（要介護認定者数の見込みと令和５ 年度の実績値をもとに算出）

※長寿いきがい課作成（高齢者世帯数の見込みと令和５ 年度の実績値をもとに算出）

※長寿いきがい課作成（高齢者世帯数の見込みと令和５ 年度の実績値をもとに算出）

令和７

年度

令和

年度

令和

年度

令和

年度

（人）

令和７

年度

令和

年度

令和

年度

令和

年度

（人）

令和７

年度

令和

年度

令和

年度

令和

年度

（人）

634
754 840 869
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（ ）各日常生活圏域※の概要

【日常生活圏域と地域包括支援センター】

※日常生活圏域：地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための

施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案し、地域の実情に応じて設定する区域のこと。

第１圏域 地域包括支援センターみずぬま 住所：上彦名 870 ℡:950-3322

担当地域 大広戸・仁蔵・笹塚・南蓮沼・駒形・上口(丁目なし)・彦倉(丁目なし)・彦野（丁目なし）・

彦成4丁目・采女1丁目・三郷1～3丁目・さつき平1～2丁目・新三郷ららシティ1～3丁目

第２圏域 地域包括支援センター早稲田 住所：早稲田 7-1-7(2F) ℡:950-3201

担当地域 半田・小谷堀・前間・後谷・田中新田・丹後・彦成 5 丁目・采女新田・早稲田 1～8 丁目

第３圏域 地域包括支援センターひこなり北 住所：彦成 3-7-7-104 ℡:950-6777

担当地域 下彦川戸・上彦川戸・上彦名・彦成 1～3 丁目・彦音 1～2 丁目・彦糸 1～2 丁目・

彦川戸 1～2 丁目・天神 1～2 丁目

第４圏域 地域包括支援センターみさと中央 住所：新和 2-375 ℡:949-0090

担当地域 茂田井・幸房・岩野木・谷中・市助・谷口・花和田・彦江・彦江 1・3 丁目・彦沢・

彦沢 1～3 丁目・番匠免・番匠免 1～3 丁目・上口 1～3 丁目・彦倉 1～2 丁目・

彦野 1～2 丁目・泉・泉 1～3 丁目・新和 1～2 丁目・栄 1 丁目・中央 1～5 丁目・

インター南 1～2 丁目・ピアラシティ 1～2 丁目

第５圏域 地域包括支援センターみさと南 住所：鷹野 5-555 ℡:956-8813

担当地域 寄巻・鎌倉・戸ヶ崎・戸ヶ崎 1～5 丁目・栄 3～5 丁目・鷹野 4～5 丁目

第６圏域 地域包括支援センターしんわ 住所：新和 5-244 ℡:949-5522

担当地域 東町・高州 1～4 丁目・新和 3～5 丁目・鷹野 1～3 丁目

武蔵野線

新三郷駅地域包括支援センター
ひこなり北

首
都
高
速
道
路 東京外観自動車道

三郷駅

三郷中央駅

つく
ば

エクス
プレス

第3圏域

地域包括支援センター
早稲田

第2圏域

地域包括支援センター
みさと中央

第4圏域

地域包括支援センター
しんわ

第6圏域

地域包括支援センター
みさと南

第5圏域

地域包括支援センター
みずぬま

第1圏域
常磐
自動
車道
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圏域
地域包括支援

センター名称
圏域の概要

第１圏域 みずぬま

市北部の大規模集合住宅であるみさと団地（１～６街区）やさつき平、新三

郷ららシティや三郷１～３丁目などのＪＲ武蔵野線南側の地域です。

圏域内総人口はゆるやかに減少していますが、高齢化率が高く、高齢者人

口も大きく増加しており、集合住宅に住んでいるかたが多い地域です。要介

護認定率が最も低く、概ね横ばいの傾向にあります。三郷駅や新三郷駅が

近く、徒歩や電車で移動するかたが多く、大規模商業施設が複数あり、医療

機関や公園等も充実しています。

第２圏域 早稲田

市北東部の早稲田・小谷堀・半田・彦成５丁目などのＪＲ武蔵野線北側の地

域です。

圏域内総人口はゆるやかに減少していますが、高齢化率が高く、高齢者人

口も大きく増加しており、高齢夫婦世帯や集合住宅に住んでいるかたが多い

地域です。三郷駅や新三郷駅がありますが、北部では田園風景が広がって

おり、徒歩や電車の他、自転車や自動車で移動するかたも多く、三郷駅を中

心に商業施設や医療機関、介護保険事業所や公園等が充実しています。

第３圏域 ひこなり北

市北西部の彦糸から大規模集合住宅であるみさと団地（7～14街区）、下

彦川戸までの地域です。

圏域内総人口はゆるやかに減少していますが、高齢化率が最も高く、高齢

独居世帯や集合住宅に住んでいるかたが多い地域です。自転車で移動す

るかたが多い一方で、バスや自動車で移動するかたは少なく、社会資源が

不足しています。

第４圏域 みさと中央

市中央部の中川沿いの彦野１丁目から江戸川沿いの新和２丁目までの常

磐自動車道と首都高速道路、東京外環自動車道をつなぐ三郷ＪＣＴやつく

ばエクスプレスが通っている地域です。

圏域内総人口は大きく増加しており、高齢化率も最も低く、減少しています。

要介護認定者数は横ばいの傾向にあり、要介護認定率は減少しています。

一戸建ての住宅や集合住宅が並び、三郷中央駅やピアラシティを中心に商

業施設、医療機関、介護保険事業所や公共施設等が充実していますが、

バスや電車で移動するかたは少ない傾向にあります。

第５圏域 みさと南

市南西部の栄３～５丁目・戸ヶ崎から鷹野５丁目までの葛飾区や八潮市と

隣接する地域です。

圏域内総人口、高齢者人口ともに減少していますが、要介護認定者数は増

加しており、要介護認定率も高く、上昇傾向にあります。一戸建ての住宅に

住んでいるかたが多く、自転車やバスで移動するかたが多い一方で、徒歩や

電車で移動するかたは多くありません。商業施設や医療機関、介護保険事

業所等が充実しています。

第６圏域 しんわ

市南東部の新和３丁目から高州・東町までの葛飾区や松戸市に隣接する

南北に長い地域です。

圏域内総人口はゆるやかに減少しており、高齢者人口も若干減少していま

すが、高齢独居世帯、要介護認定者数は大きく増加しており、要介護認定

率も上昇傾向にあります。一戸建ての住宅に住んでいるかたが多く、自動車

やバスで移動するかたが多い地域です。みさと公園や運動公園、体育館等

の運動できる施設が充実していますが、社会資源が不足しています。
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（ ）各日常生活圏域の高齢者数と高齢化率の推移

第１圏域と第２圏域では高齢者数が増加しており、平成 （ ）年から令和５（ ）

年までの５年間で第１圏域では 人、第 圏域では 人と大きく増加しましたが、

第５圏域、第６圏域の高齢者数は減少しています。

高齢化率は、第１圏域と第２圏域で上昇傾向にあります。その他の圏域では、令和４

～５（ ～ ）年にかけて、第３圏域、第４圏域、第６圏域で横ばい、第５圏域は

若干低下しています。

平成 年

年

令和元年

年

令和２年

年

令和３年

年

令和４年

年

令和５年

年

前期高齢者 後期高齢者 高齢化率

（人） （％）
【第２圏域】

平成 年

年

令和元年

年

令和２年

年

令和３年

年

令和４年

年

令和５年

年

前期高齢者 後期高齢者 高齢化率

（人） （％）
【第１圏域】

平成 年

年

令和元年

年

令和２年

年

令和３年

年

令和４年

年

令和５年

年

前期高齢者 後期高齢者 高齢化率

（人） （％）
【第４圏域】

平成 年

年

令和元年

年

令和２年

年

令和３年

年

令和４年

年

令和５年

年

前期高齢者 後期高齢者 高齢化率

（人） （％）
【第３圏域】

平成 年

年

令和元年

年

令和２年

年

令和３年

年

令和４年

年

令和５年

年

前期高齢者 後期高齢者 高齢化率

（人） （％）
【第６圏域】

平成 年

年

令和元年

年

令和２年

年

令和３年

年

令和４年

年

令和５年

年

前期高齢者 後期高齢者 高齢化率

（人） （％）
【第５圏域】

※長寿いきがい課作成（住民基本台帳をもとに算出：各年 月１日現在）
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（ ）各日常生活圏域の高齢者世帯の推移

平成 年

年

令和元年

年

令和２年

年

令和３年

年

令和４年

年

令和５年

年

高齢独居世帯数 高齢夫婦世帯数

（世帯） 【第６圏域】

平成 年

年

令和元年

年

令和２年

年

令和３年

年

令和４年

年

令和５年

年

高齢独居世帯数 高齢夫婦世帯数

（世帯） 【第５圏域】

平成 年

年

令和元年

年

令和２年

年

令和３年

年

令和４年

年

令和５年

年

高齢独居世帯数 高齢夫婦世帯数

（世帯） 【第４圏域】

平成 年

年

令和元年

年

令和２年

年

令和３年

年

令和４年

年

令和５年

年

高齢独居世帯数 高齢夫婦世帯数

（世帯） 【第３圏域】

平成 年

年

令和元年

年

令和２年

年

令和３年

年

令和４年

年

令和５年

年

高齢独居世帯数 高齢夫婦世帯数

（世帯） 【第２圏域】

平成 年

年

令和元年

年

令和２年

年

令和３年

年

令和４年

年

令和５年

年

高齢独居世帯数 高齢夫婦世帯数

（世帯） 【第１圏域】

※長寿いきがい課作成（住民基本台帳をもとに算出：各年 月１日現在）

　各日常生活圏域の高齢独居世帯は全ての圏域で増加し、高齢夫婦世帯は第６圏域以

外の圏域で増加しています。高齢夫婦世帯は第１圏域では平成30年から令和５年度ま

でに270世帯（24.6％）、第２圏域でも239世帯（21.5％）増加しています。
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（ ）各日常生活圏域の要介護認定者数と認定率の推移

要介護認定者数は、近年では第２圏域、第５圏域、第６圏域で増加しています。要介

護認定者数が最も多いのは第５圏域で、令和５ 年は 人となっています。

第２圏域、第５圏域、第６圏域では認定率も上昇傾向にあります。認定率は第５圏域

の ％が最も高く、平成 年から令和５年までに ポイント上昇しています。

平成 年

年

令和元年

年

令和２年

年

令和３年

年

令和４年

年

令和５年

年

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５ 認定率

（人） （％）【第６圏域】

平成 年

年

令和元年

年

令和２年

年

令和３年

年

令和４年

年

令和５年

年

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５ 認定率

（人） （％）
【第５圏域】

平成 年

年

令和元年

年

令和２年

年

令和３年

年

令和４年

年

令和５年

年

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５ 認定率

（人）
（％）

【第４圏域】

平成 年

年

令和元年

年

令和２年

年

令和３年

年

令和４年

年

令和５年

年

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５ 認定率

（人） （％）
【第３圏域】

平成 年

年

令和元年

年

令和２年

年

令和３年

年

令和４年

年

令和５年

年

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５ 認定率

（人） （％）
【第２圏域】

平成 年

年

令和元年

年

令和２年

年

令和３年

年

令和４年

年

令和５年

年

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５ 認定率

（人）
（％）

【第１圏域】

※長寿いきがい課作成（住民基本台帳をもとに算出：各年 月１日現在）
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（ ）各種アンケート調査の結果

①調査概要

計画策定にあたって、基礎資料の収集、日常生活の状況や健康状態、介護保険サー

ビスの利用状況、専門職の立場からの状況や意向等の把握を目的に、三郷市在住の

歳以上の一般高齢者、要支援・要介護認定者、及び介護支援専門員等を対象にアンケ

ート調査を実施しました。

○調査対象者

調査の種類 調査対象者 配布数

① 日常生活圏域ニーズ調査

令和4年 12月 1日現在で65歳以上

の市民（要介護 1～5 の認定を受け

ている方を除く）

4,000 人

（無作為抽出）

② 在宅介護実態調査
主に在宅で要支援･要介護認定を受

けている方

1,013 人

（無作為抽出）

③
介護支援専門員等職員

アンケート調査

市内の居宅介護支援事業所及び地

域包括支援センターの従事者

92 人

（事業所等を
通じた配布）

○調査方法

調査の種類 調査方法

① 日常生活圏域ニーズ調査
郵送配布

郵送回収

② 在宅介護実態調査
郵送配布

郵送回収

③
介護支援専門員等職員

アンケート調査

メール配布

インターネット回答
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○調査期間

調査の種類 調査期間

① 日常生活圏域ニーズ調査 令和 4年 12 月 15 日（木）～12 月 28 日（水）

② 在宅介護実態調査 令和 5年 2 月 16 日（木）～3月 31 日（金）

③
介護支援専門員等職員

アンケート調査
令和 5年 6 月 21 日（水）～7月 10 日（月）

○配布・回収状況

調査の種類 配布数 有効回収数 有効回収率

① 日常生活圏域ニーズ調査 4,000 票 2,818 票 70.5％

一般高齢者 3,826 票 2,646 票 69.2％

要支援認定者 174 票 136 票 78.2％

属性不明 － 36 票 －

② 在宅介護実態調査 1,013 票 672 票 66.3％

要支援認定者 323 票 240 票 74.3％

要介護認定者 690 票 429 票 62.2％

属性不明 － 3票 －

③
介護支援専門員等職員アンケート

調査
92 票 48 票 52.2％
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②高齢者の健康

ア）介護･介助の状況

【設問】「あなたは、普段の生活でどなたかの介護･介助が必要ですか｣

（日常生活圏域ニーズ調査）

●一般高齢者（要支援を含む）の約 割が介護･介助は必要ない

「介護･介助は必要ない」が ％で、「介護・介助は必要だが受けていない」「何

らかの介護を受けている」を合わせた介護の必要がある人は ％でした。

イ）外出の状況

【設問】「外出を控えていますか｣（日常生活圏域ニーズ調査）

●一般高齢者（要支援を含む）の約 割が外出を控えている

外出を控えているかの問に｢はい｣と回答したのは ％でした。外出を控えてい

る理由としては、「足腰などの痛み」（ ％）「外での楽しみがない」（ ％）「トイ

レの心配（失禁など）」（ ％）が高く、「その他」（ ％）の内容として新型コロ

ナウイルス感染症の影響を上げる人が多く見受けられました。

日常生活圏域

ニーズ調査

（ ）

介護・介助の状況

介護･介助は必要ない 介護･介助は必要だが受けていない 何らかの介護を受けている 無回答

日常生活圏域

ニーズ調査

（ ）

外出の状況

はい（外出を控えている） いいえ（外出を控えていない） 無回答
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ウ） の状況

【設問】「身長･体重を教えてください｣（日常生活圏域ニーズ調査）

●一般高齢者（要支援を含む）の約 割が肥満

身長と体重から を算出したところ、「低体重」と判定された人は ％、「肥満」

と判定された人は ％でした。

エ）歯の本数

【設問】「歯の数と入れ歯の利用状況をお教えください」（日常生活圏域ニーズ調査）

●自分の歯が 本以上あるのは一般高齢者（要支援を含む）の約 ％

「自分の歯は 本以上、かつ入れ歯を利用」が ％、「自分の歯は 本以上、

入れ歯の利用なし」は ％、「自分の歯は 本以下、かつ入れ歯を利用」は ％、

「自分の歯は 本以下、入れ歯の利用なし」は ％でした。自分の歯が 本以上

あるのは一般高齢者（要支援を含む）の ％で、入れ歯を利用しているのは ％

でした。

日常生活圏域

ニーズ調査

（ ）

の状況

低体重（ 未満） 普通体重（ 以上 未満） 肥満（ 以上） 無回答

日常生活圏域

ニーズ調査

（ ）

歯の本数

自分の歯は 本以上、かつ入れ歯を利用 自分の歯は 本以上、入れ歯の利用なし

自分の歯は 本以下、かつ入れ歯を利用 自分の歯は 本以下、入れ歯の利用なし

無回答
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オ）健康状態

【設問】「現在のあなたの健康状態はいかがですか」（日常生活圏域ニーズ調査）

●一般高齢者（要支援を含む）の約 割に健康上の不安がある

「とても良い」が ％、「まあよい」が ％で、合わせて ％の人の健康状

態は良好でした。他方、「あまりよくない」が ％、｢よくない｣は ％で、合わ

せて ％は健康上の不安を抱えています。

カ）フレイルの認知度

【設問】「フレイルの意味や予防方法を知っていますか」（日常生活圏域ニーズ調査）

●フレイルの意味を知っているのは一般高齢者（要支援を含む）の約 割

「意味も予防方法も知っている」は ％にとどまり、「意味は知っていたが予防

方法は知らない」が ％、「聞いたことはあるが意味は知らない」が ％でした。

半数が「知らなかった（初めて聞いた）」と回答しています。

※フレイルとは、健康な状態と要介護状態の中間に位置し、身体的機能や認知機能の低下が見られる状態のことを指します

が、適切な治療や予防を行うことで要介護状態に進まずに済む可能性があります。フレイルの状態になると、要介護状態に

なる危険性が高まるだけでなく、入院のリスクや死亡率も上昇します。また、ストレスに対する抵抗力も低下し、健康な状態で

あれば数日で治る風邪でも、さらに悪化して肺炎になりやすい状態になります。

日常生活圏域

ニーズ調査

（ ）

健康状態

とてもよい まあよい あまりよくない よくない 無回答

日常生活圏域

ニーズ調査

（ ）

フレイルの認知度

意味も予防方法も知っている 意味は知っていたが予防方法は知らない

聞いたことはあるが意味は知らない 知らなかった（初めて聞いた）

無回答
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キ）日常生活におけるリスク判定（日常生活圏域ニーズ調査）

●約 割が総合事業対象者となり得る日常生活上のリスクを抱えている

各種判定区分のチェック項目の概要

判定区分 チェック項目の概要

運動器機能の低下
階段を手すりや壁を伝わらずに登れるか、椅子からの立位、15 分くらいの歩行の

継続、１年間の転倒経験、転倒に対する不安

低栄養の傾向 BMI、体重の減少

口腔機能の低下
固いものが食べにくくなったか、お茶や汁物でむせることがあるか、口の渇きが

気になるか

閉じこもり傾向 週１回以上の外出の有無、外出回数の減少

認知機能の低下
物忘れが多いと感じるか、自分で電話番号を調べて電話をかけているか、今日の

日付がわからないことがあるか

うつ傾向
気分が沈んだりゆううつな気持ちになることがあるか、物事に対して興味が湧か

なかったり心から楽しめない感じがよくあるか

生活機能全般の低下
バスや電車を使った外出、食品・日用品の買い物、預貯金の出し入れ、友人の家

への訪問、家族や友人の相談にのっているか　他

運動器機能の低下

低栄養の傾向

口腔機能の低下

閉じこもり傾向

認知機能の低下

うつ傾向

生活機能全般の低下

上記のいずれかに該当

総合事業対象者相当の状況

（％）

　介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の各種設問への回答状況から、介護予防・日常

生活支援総合事業（総合事業）の対象者相当（生活機能の低下がみられたかた）の割

合を算出したところ、認知機能の低下該当が55.1％で最も多く、うつ傾向該当が

42.8％、口腔機能の低下該当が24.6％、閉じこもり傾向該当が17.6％で続き、全体の

71.4％がいずれかの項目にリスクありと判定されました。
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③社会的な関わりについて

ア）食事の状況

【設問】「どなたかと食事をともにする機会はありますか｣（日常生活圏域ニーズ調査）

●一般高齢者（要支援を含む）の約 割は、誰かと食事をともにすることがほとん

どない

「毎日ある」（ ％）と「週に何度かある」（ ％）を合わせて ％を占めま

すが、他方、「年に何度かある」が ％、「ほとんどない」は ％ありました。

イ）趣味、生きがいの有無

【設問】「趣味はありますか」「生きがいはありますか｣（日常生活圏域ニーズ調査）

●一般高齢者（要支援を含む）の約 割に趣味があり、約 割に生きがいがある

趣味が「ある」と回答した人は ％、生きがいが「ある」は ％でした。

日常生活圏域

ニーズ調査

（ ）

食事の状況

毎日ある 週に何度かある 月に何度かある 年に何度かある ほとんどない 無回答

日常生活圏域

ニーズ調査

（ ）

趣味、生きがいの有無

【趣味】

日常生活圏域

ニーズ調査

（ ）

ある 思いつかない 無回答

【生きがい】
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④地域での活動について

ア）地域での活動への参加状況

【設問】「以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか｣

（日常生活圏域ニーズ調査）

●一般高齢者（要支援を含む）の 割弱が収入のある仕事をあげ、 ／ が趣味やス

ポーツの活動に参加している

年に数回以上参加している人の割合は「（ ）収入のある仕事」が ％で最も高

く、「（ ）趣味関係のグループ」（ ％）、「（ ）スポーツ関係のグループやクラブ」

（ ％）、「（ ）町内会･自治会」（ ％）が続いています。

グラフの数値は、「週４回以上」、「週２～３回」、「週１回」、「月１～３回」、「年に数回」を合わせたもの。

（ ）ボランティアのグループ

（ ）スポーツ関係のグループやクラブ

（ ）趣味関係のグループ

（ ）学習･教養サークル

（ ）介護予防のための通いの場

（ ）老人クラブ

（ ）町内会･自治会

（ ）収入のある仕事

地域活動への参加状況

（％）
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イ）地域活動への参加について

【設問】「地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行っ

て、いきいきした地域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に参加者

として参加してみたいと思いますか」

「（同文）あなたはその活動に企画・運営（お世話役）として参加してみたいと

思いますか」

（日常生活圏域ニーズ調査）

●参加者としては一般高齢者（要支援を含む）の６割、企画・運営（お世話役）とし

ては４割弱に参加意向がある

参加者として「是非参加したい」は ％、「参加してもよい」は ％で、「既に

参加している」（ ％）も合わせて ％に参加意向があります。

また、企画・運営（お世話役）としては、「是非参加したい」が ％、「参加して

もよい」は ％で、「既に参加している」（ ％）も合わせて ％に参加意向が

あります。

参加者としての参加

企画･運営（お世話役）としての参加

地域活動への参加

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない すでに参加している 無回答
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⑤今後の介護等について

ア）在宅生活の継続に必要な支援・サービス

【設問】「今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスは何ですか」

（日常生活圏域ニーズ調査・在宅介護実態調査）

●外出に際しての支援・サービスに対するニーズが大きい

在宅の要介護認定者（介護者）では「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」（ ％）、

「外出同行（通院、買い物など）」（ ％）へのニーズが大きく、一般高齢者（要支

援を含む）でも１割強のニーズがあります。

※ 介護支援専門員が提供に苦慮する支援・サービス

（介護支援専門員等職員アンケート調査）

提供に苦慮している支援・サー

ビスとしては、「外出同行（通院、

買い物など）」「ゴミ出し」「移送

サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）」

「見守り、声かけ」の順で多く、

特に外出への支援に苦慮するケー

スが多くなっています。

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）

外出同行（通院、買い物など）

配食

見守り、声かけ

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

サロンなどの定期的な通いの場

ゴミ出し

調理

その他

特になし

無回答

今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス

日常生活圏域ニーズ調査

（ ）

在宅介護実態調査

（ ）

（％）

外出同行（通院、買い物など）

ゴミ出し

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）

見守り、声かけ

配食

調理

買い物（宅配は含まない）

掃除・洗濯

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特になし

介護支援専門員が提供に苦慮する支援・サービス

（％）
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イ）介護が必要になった時の考え

【設問】「あなた自身が、介護が必要になったとき、どこで生活していきたいと思い

ますか」（日常生活圏域ニーズ調査）

●一般高齢者（要支援を含む）の約 割は在宅での生活の継続を希望している

「できるだけ自宅で暮らしたい」が ％で最も多く、「介護を受けられる施設に

入りたい」は ％でした。

ウ）最期を迎える時の場所

【設問】「もし、あなたが何らかの理由により回復の見込みがない状態になったとき、

最期はどこで迎えたいですか」（日常生活圏域ニーズ調査）

●一般高齢者（要支援を含む）の約 割は自宅での最期を希望している

「自宅」が ％で最も多く、「医療機関」が ％、「介護施設」は ％となっ

ています。状況により対応は異なると思われますが、病院や介護施設よりも自宅で最

期を迎えたいと考える人が多くなっています。

日常生活圏域

ニーズ調査

（ ）

介護が必要になった時の考え

できるだけ自宅で暮らしたい 親族のところに引っ越したい 介護を受けられる施設に入りたい

その他 わからない 無回答

日常生活圏域

ニーズ調査

（ ）

最期を迎える時の場所

自宅 医療機関 介護施設 決めていない 無回答
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エ）医療機関との連携状況

【設問】「医療機関との連携は取れていますか」

（介護支援専門員等職員アンケート調査）

●介護支援専門員等の約９割が医療機関との連携が取れている

「ある程度取れている」が ％、「取れている」が ％で、合わせて ％が

医療機関との連携を一定以上取れていると感じています。

オ）施設等への入所･入居について

【設問】「施設等への入所･入居の検討状況を教えてください｣（在宅介護実態調査）

●要介護認定者の約 割が施設等への入所･入居を希望している

「入所･入居を検討している」が ％、「すでに入所･入居申込をしている」は

％で、合わせて ％が入所･入居を希望しています。

在宅介護実態調査

（ ）

施設等への入所･入居意向

入所･入居は検討していない 入所･入居を検討している すでに入所･入居申し込みをしている 無回答

介護支援専門員等職

員アンケート調査

（ ）

医療機関との連携状況

取れている ある程度取れている 取れていない
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カ）介護者の今後の介護の見通しについて

【設問】「主な介護者の方は、今後も働きながら介護を続けていけそうですか」

（在宅介護実態調査）

●働いている介護者の約 割は、働きながら介護を続けていくことが難しい

「続けていくのは、やや難しい」が ％、「続けていくのが、かなり難しい」が

％で、合わせて ％が働きながら介護を続けていくことが難しいと感じていま

す。また、「問題はあるが、なんとか続けていける」が ％あり、今後も働きなが

ら介護を続けていくことができる支援や環境整備が必要と考えられます。

キ）認知症のかたやその家族向けに不足している社会資源

【設問】「認知症のかたやその家族向けに不足している社会資源は何ですか」

（介護支援専門員等職員アンケート調査）

●介護支援専門員等の約７割は家族介護支援が不足していると感じている

認知症のかたやその家族向けに不足している社会資源として、「家族介護支援」が

％で最も多く、「認知症専門医」が ％、「相談対応機関」が ％と続いて

います。

在宅介護実態調査

（ ）

今後の介護の見通し

問題なく、続けていける 問題はあるが、なんとか続けていける

続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい

わからない 無回答

相談対応機関

認知症専門医

認知症カフェ、地区サロン等の交流の場

認知症サポーター等のボランティア

認知機能検査等の早期発見事業

本人発信支援

家族介護支援

その他

認知症のかたやその家族向けに不足している社会資源

（％）
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⑥地域包括支援センターについて

ア）地域包括支援センターの認知

【設問】「地域包括支援センターを利用したことがありますか」（日常生活圏域ニーズ

調査・在宅介護実態調査）

●地域包括支援センターを知っているのは、一般高齢者（要支援を含む）の 割強、

在宅の要介護認定者（介護者）の 割強

一般高齢者（要支援を含む）では「利用したことがある」が ％、「知ってい

るが利用したことがない」は ％で、合わせて ％が地域包括支援センター

を知っています。他方、「存在を知らなかった」が ％ありました。

在宅の要介護認定者（介護者）では「利用したことがある」が ％、「知って

いるが利用したことがない」は ％で、合わせて ％が地域包括支援センタ

ーを知っています。

日常生活圏域ニーズ

調査

（ ）

地域包括支援センターの認知

在宅介護実態調査

（ ）

利用したことがある 知っているが利用したことはない 存在を知らなかった 無回答
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⑦認知症の人へのサポートについて

ア）認知症に関する相談窓口の認知

【設問】「認知症に関する相談窓口を知っていますか」（日常生活圏域ニーズ調査）

●一般高齢者（要支援を含む）の約 割が認知症に関する相談窓口を知らない

認知症の相談窓口を知っているのは ％にとどまり、 ％が知らないと回答

しています。

イ）認知症サポーター活動の認知

【設問】「認知症サポーターが地域で活動していることを知っていますか」

（日常生活圏域ニーズ調査・在宅介護実態調査）

●一般高齢者（要支援を含む）、要介護認定者の介護者とも約 割が認知症サポータ

ーが地域で活動していることを知らない

一般高齢者（要支援を含む）では「知っている」が ％、「名前だけは知っている」

が ％、要介護認定者の介護者では「知っている」が ％、「名前だけは知って

いる」が ％で、いずれも約 割が「知らなかった」と回答しています。

日常生活圏域

ニーズ調査

（ ）

認知症に関する相談窓口の認知

はい いいえ 無回答

日常生活圏域ニーズ

調査

（ ）

在宅介護実態調査

（ ）

認知症サポーター活動の認知

知っている 名前だけ知っている 知らなかった 無回答
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【アンケートから読み取れる高齢者の課題とニーズ】

●介護予防対策の強化

・運動器機能の面では、一般高齢者の約３割が外出を控えており、その理由としては

足腰の痛みが最も多くなっています。

・一般高齢者の３割弱が肥満か低体重となっており、栄養状態の管理・指導に対する

潜在的なニーズがあります。

●フレイルの認知度向上

・フレイルの「意味も予防方法も知っている」のは一般高齢者の約１割に過ぎず、「知

らなかった（初めて聞いた）」が約５割を占めています。

・要介護状態とならないためのフレイル予防の推進には、高齢者自身の介護予防への

意識を一層高める必要があります。

●地域活動への参加促進

・一般高齢者の約６割に地域活動への参加意向がありますが、現在の参加率は低くな

っています。

・情報提供や活動支援等、地域活動への参加を促進する環境づくりが必要です。

●在宅介護サービス提供体制の充実

・一般高齢者の約５割が、介護が必要になっても在宅での生活の継続を希望していま

す。

・できる限り在宅生活を継続できるよう、介護サービス提供体制の充実が必要です。

●外出支援をはじめとした介護保険外の支援・サービスの充実

・今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスとして、一般高齢者、在宅の

要介護認定者ともに外出支援に対するニーズが大きく、介護支援専門員が提供に苦

慮する支援・サービスとしても外出支援が多くなっています。

・外出支援をはじめとした介護保険外のサービス供給体制の充実が求められます。

・口腔機能の低下がみられる人が一般高齢者の約２割いるほか、「自分の歯が20本未

満」「入れ歯を利用」がそれぞれ５割弱を占めており、口腔機能の維持・向上をする

ための取組が必要です。

・認知機能の低下やうつ傾向がみられる人が多く、閉じこもり予防への取組も必要

です。
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●働いている介護者の負担軽減

・働きながら介護を続けている介護者のうち、問題なく続けていける介護者は約２割

に留まることから、働いている介護者の負担軽減を図り、介護の継続を支援する必

要があります。

●地域包括支援センターの継続的な周知活動

・一般高齢者の地域包括支援センターの認知度は約５割に留まります。今は元気でも、

いざという時に素早く相談窓口に繋がることができるように、継続的な周知活動に

取り組む必要があります。

●認知症に関する相談窓口の普及と支援活動の周知

・認知症に関する相談窓口を知らない一般高齢者は約７割を占めています。認知症は

誰もがなりうる疾患であり、早期発見・早期対応が重要であることから、相談窓口

の普及や支援活動の周知に取り組む必要があります。
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２ 第８期計画の実績と評価

基本目標１ 健康で自立した生活の推進

①高齢者の社会参加と生きがいづくり

・【地域との交流や生きがいづくり】については、新型コロナウイルス感染症の影響を

大きく受けましたが、感染防止対策等を行って活動の回復、参加者の拡大に取り組ん

でいます。通いの場における対象者のニーズに合った内容の検討や担い手不足が課題

です。

・【社会活動への参加の促進･担い手の養成】については、ボランティア体験プログラム

や認知症サポーター養成講座への参加者数が増加しています。ボランティア体験プロ

グラムにおける 歳代以上の参加者の拡大や地域で見守る・支える意識を醸成する

ため若年者の教育機関における継続的な認知症サポーター養成講座開催に向けた関

係づくりが課題です。

・【高齢者の就労支援】については、全国的にシルバー人材センターの会員数が減少傾

向にある中、女性会員が増えており、シニアの就労意欲も高いので、引き続き会員数

の拡大と就業機会の確保に取り組みます。ハローワークとの連携については、新型コ

ロナウイルス感染症の影響で活動が制限されました。三郷市ふるさとハローワークの

運営のほか、合同企業面接会の開催規模の回復、事業主に対する高齢者雇用の働きか

けを継続します。

②介護予防･健康づくり

・【健診等を通じた健康づくりの推進】については、健康診査の受診者数やインフルエ

ンザ予防接種の接種率が向上しています。健康づくりの啓発活動では、食生活の改善

の啓発活動にフレイル予防教室を取り入れたり、交流会･研修会を開催する等、ニー

ズを反映した内容検討の余地があります。また、保健事業と介護予防の一体的な実施

に向け、各種情報の活用や具体的な推進方策を検討する必要があります。

・【運動を通じた健康づくりの推進】については、新型コロナウイルス感染症の影響が

あるなか、シルバー元気塾等の一部の教室では定員を超過する会場もありました。参

加者のニーズに合わせた工夫を継続するとともに、参加をきっかけに健康づくりに関

連する他の事業に展開していくことが課題です。

・【介護予防事業の推進】については、健康アップ教室やシルバー元気塾ゆうゆうコー

ス等の一部の介護予防教室では定員を超過する地区がありました。開催方法の工夫と

ともに、参加者の自主グループ化等により介護予防の取組を継続的な活動として定着

させていく必要があります。また、支援が必要な人の情報を多方面から効率的に収集

する体制や、介護予防事業の効果を評価する体制の構築が課題です。
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基本目標２ 地域で支え合える体制の構築

①日常生活支援の充実と生活基盤の強化

・【生活支援サービスの充実】については、各種支援サービスの利用が堅調に推移して

います。不測の事態に備えて、緊急連絡先や医療情報等の登録情報の更新に定期的に

取り組む必要があります。

・【生活支援体制の整備】については、新型コロナウイルス感染症の影響によって一時

休止していた第１層協議体の活動の活性化と、第２層協議体の設置及びコーディネー

ターの配置により、地域資源の活用、資源開発を促進することが課題です。

・【地域の活動による支援サービスの整備】については、社会福祉協議会によるあんし

んサポートねっと事業やふれあい電話事業に実績があり、民間事業者と協力した見守

りネットワークについては、民間事業者との見守り協定の締結等を行っておりますが、

一層のネットワークの拡大を図るための新たな仕組みづくりの検討が必要です。

・【介護者（ケアラー）支援のための取組】については、複合的な課題を持つ家庭が増

加していることにより、多様な専門職と連携した包括的なバックアップが必要なケー

スが増えており、庁内関係部署間、関係機関との連携体制を強化する必要があります。

家族介護支援事業については、開催回数を増やし、新規参加者の増加に取り組む必要

があります。

・【高齢者の住まいの確保】については、施設情報等を収集して情報提供を行っていま

す。施設形態によって管轄が違うことから、関係機関と連携して情報収集を行うとと

もに、庁内関係部署間での情報共有により、相談者のニーズに応える体制づくりが必

要です。

②地域包括支援センターの充実

・【地域包括支援センターの機能強化】については、複合的な課題を持つ世帯が増加し

ていることから、業務負担が重くなってきており、適正な人員体制の確保と、地域課

題に対する職員相互の意識の共有を図ることが課題です。

・【地域の関係機関の連携推進】については、引き続き地域包括支援センターを中心と

したネットワークづくりを進めるとともに、地域ケア会議を通した地域づくり・社会

資源開発に取り組む必要があります。

③認知症対策の推進

・【認知症の発症を遅らせる取組の推進】については、認知症サポーターの養成や認知

症予防教室の開催に加え、認知症地域支援推進員による活動を推進し、支援の提供や

ネットワークづくりに取り組んでいます。

・【認知症の早期発見・早期対応】については、認知症簡易チェックサイトへのアクセ

ス数が増加していますが、認知機能検査（脳とからだの健康チェック）については検
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査後の支援体制の強化に取り組む必要があります。

・【認知症の人の本人の視点に立った「認知症バリアフリー」の推進】については、高

齢者等 ネットワーク協力事業者は増加しており、今後は緊急時への対応に備えた

登録情報の更新を進める必要があります。また、チームオレンジや本人ミーティング

など認知症の本人を中心とした活動に取り組む必要があります。

④在宅医療・介護の連携の推進

・【地域における医療と介護の連携強化】については、市民に向けた普及啓発、情報提

供の実績が積まれ、三郷市在宅医療・介護連携サポートセンターの相談件数も増えて

います。医療・介護関係者の連携については、入退院支援ルールは周知されています

が、運用面での改善と活用の促進が課題です。

基本目標３ 安心･安全にくらせる生活環境の整備

①権利擁護の推進

・【成年後見制度等の普及と推進】については、市民後見人の養成が着実に進んでいま

す。判断能力の低下した高齢者等の増加に比較して権利擁護センター事業の利用者数

は少なく、周知や啓発が必要であるとともに、相談への対応力向上に取り組む必要が

あります。

・【高齢者虐待の早期発見、相談体制の充実・強化】については、虐待の正しい理解と

予防について、市民に広く啓発する必要があります。また、虐待対応専門職チームも

活用して関係部署や地域包括支援センターの対応力向上を図るとともに、関係部署や

関係機関との情報共有や連携を円滑化する必要があります。

②安心･安全のまちづくりの推進

・【生活環境の整備】については、ステップフリー化、傾斜路の設置、ユニバーサルデ

ザイン、インクルーシブ遊具の導入等で着実な進捗がありました。ふくし講話やふく

し出前講座の実施対象が限られており、周知と対象団体の拡大が課題です。

・【防犯・防災体制・感染症対策の強化】については、要配慮者利用施設における避難

確保計画が、対象となるほとんどの施設で作成されており、今後は訓練実施と計画の

実効性向上の働きかけを行う必要があります。避難行動要支援者については、町会等

の協力を得て、個別計画の新規作成を行うことができたが作成件数は減少したため、

一層の推進を図る必要があります。防火・交通安全、防犯・消費者被害防止について

は、警察署等と連携した各種啓発活動や注意喚起等を実施しました。今後は各種啓発

活動に加え、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止していた高齢者世帯への

訪問活動を再開するなど、一層の啓発活動に取り組む必要があります。

第２章　高齢者を取り巻く状況



第８期計画の数値目標の達成状況

目標項目
計画策定時

令和元 年度

現状値
令和４ 年度

目標値
令和５ 年度

総
合
的
な
指
標

健康寿命の延伸※１ 男性 年

女性 年

男性 年

女性 年

男性 年

女性 年

いきいきシニア率※２ ％ ％ 維持

フレイルの認知度※３ ％ ％ ％

事

業

の

指

標

老人福祉センター利用者数（延べ人数）

（年間）
人 人 人

シルバー人材センター就業者数（延べ人数）

（年間）
人 人 人

シルバー元気塾 参加者数（延べ人数）

（年間）
人 人 人

コバトン健康マイレージ 歳以上の登録

者数
人 人

通いの場等へのオーラルフレイル予防に関

する専門職の派遣回数（年間）※４ ８回／年 回／年 増加

地域での活動の会・グループのいずれかに

参加している 歳以上の割合※５ ％ ％ 増加

地域ケア会議 事例検討件数（年間） 件 件 件

地域包括支援センターの認知度※６ ％ ％ 増加

認知症サポーター養成講座小中高校での

開催校数（累積）
５校 ９校 校

認知症機能検査 実施件数（年間） 件 件

認知症予防教室（コグニサイズ等）参加者

数（実人数）（年間）※７ 人 人

在宅医療介護連携サポートセンター相談件

数（年間）
人 人 人

市民後見人養成研修（実践編）修了者数（実

人数）（累積）
人 人

※ 歳からの日常生活に制限のない期間の平均年数の延伸　※埼玉県の指標による

※ 「いきいきシニア率」＝「 ％」―「要介護（要支援）認定率」

※ 「日常生活圏域ニーズ調査」の「フレイルをご存じですか」において、「はい」と回答した割合（令和元 年度）

「日常生活圏域ニーズ調査」の「フレイルを知っていますか」において、「意味も予防方法も知っている」「意味は

知っていたが予防方法は知らない」「聞いたことはあるが意味は知らなかった」と回答した割合（令和４ 年度）

※ 「通いの場等」とは、地区サロン及び老人福祉センターを指す

※ 「日常生活圏域ニーズ調査」の「以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか」において、

（１）～（８）のいずれかにおいて、「年に数回」「週４回以上」「週２～３」「週１回」「月１～３回」「年に数回」

と回答した割合

※ 「日常生活圏域ニーズ調査」の「地域包括支援センターを利用したことがありますか」において、「利用したことは

ない」「無回答」となった割合を ％から差し引いた割合

※ 「コグニサイズ」とは、国立長寿医療研究センターが開発した認知症予防運動のことで、軽い運動をしながら頭で

計算やしりとりをします。コグニサイズの目的は、運動で体の健康を促すと同時に、脳の活動を活発にする機会

を増やし、認知症の発症を遅延させることです。

1,804 人

総　論



３ 調査結果や施策の実績を踏まえた課題

●高齢者の交流の促進と活躍の場の確保

令和 年の国勢調査によると、三郷市の 歳以上の高齢単身世帯は約 世帯、

人とも 歳以上の夫婦のみの世帯は約 世帯となっており、いずれも増加傾向

にあります。

こうしたなか、一般高齢者を対象としたアンケートでは、誰かと食事をともにする機

会がほとんどない、又は年に何度かしかない人が約 割いました。しかし、一般高齢者

の約 割は地域活動への参加意欲を持っています。新型コロナウイルス感染症の懸念か

ら活動を控えていた影響もあることから、社会的な交流･活動の機会づくりにより一層

取り組む必要があります。

また、高齢になっても収入のある仕事に携わる人が増えており、高齢者の活躍の場を

確保していくことが求められます。

●フレイルの認知度向上と効果的な予防活動の推進

アンケートでは、一般高齢者の約 割が肥満又は低体重と判定されており、こうした

方々の食生活の改善に向けた取り組みが必要です。

また、フレイルという言葉だけでも知っている人は約 割、意味も予防方法も知って

いる人は約 割にとどまっています。要介護状態となることを未然に防ぐためには、健

康なうちから介護予防の知識を身につけ、日常の中で予防活動に取り組んでいくことが

大切です。

他方、要介護認定状況では、三郷市の調整済み（性・年齢調整を行った）認定率は埼

玉県平均をやや上回っています。フレイル予防に関する普及啓発に加え、より効果的・

直接的な介護予防対策として、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施によるフレ

イル予防をより一層推進する必要があります。

●地域における助け合い･支え合い活動の拡大

高齢単身世帯や高齢夫婦世帯の増加だけでなく、認知症のある高齢者や在宅で暮らす

介護･介助が必要な高齢者の増加など、地域での見守りや支援が必要な方は今後も増加

すると見込まれます。「支える側」「支えられる側」という関係を超えて、地域住民や地

域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住

民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく地域共生社会の実現に向け

て、地域住民による助け合い･支え合いの活動を広げていく取組が求められます。
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●相談窓口の周知と相談体制の充実

アンケートでは、一般高齢者の約 割が認知症に関する相談窓口を知らないと回答し

ています。また、地域包括ケアシステムの要となる地域包括支援センターについては、

在宅の要介護認定者（介護者）の 割以上が認知していますが、一般高齢者では 割強

の認知にとどまっています。悩みや問題が複雑化・困難化する前に相談窓口につながる

ことができるよう、相談窓口の周知に継続的に取り組む必要があります。

また、高齢化の進展だけでなく、家族や地域社会の変容などを背景に、支援ニーズは

複雑化・複合化する傾向にあります。関係機関との連携を強化しながら、市窓口や地域

包括支援センターの相談体制をより一層充実していくことが求められます。

介護等が必要な家族や近親者を無償でサポートする人を「ケアラー」と呼びますが、

長時間の介護で心身ともに疲労したり、社会的孤立や経済的な問題を抱えるケースも多

いと言われています。状況に合わせたきめ細かなサポートが届くよう、相談窓口の周知

だけでなく、関係職種が一体となって相談・支援につなげる体制づくりが課題です。

●認知症の早期発見･早期対応と本人・家族に対する支援の充実

認知症高齢者の増加が懸念されており、アンケートでも一般高齢者の 割強に認知機

能の低下の疑いがありました。働き盛りの年齢で認知症を発症する若年性認知症につい

ても、社会的に認知されるようになってきています。生活習慣の見直しによる発症予防

や認知症の早期発見･早期対応について幅広い年代に周知し、早期かつ適切な時期に医

療機関への受診や社会資源につなげることが重要です。

市内では 人以上の認知症サポーターが認知症の方やその家族を支援する活動

をしていますが、一般高齢者、在宅の要介護認定者の介護者ともに約 割がそうした活

動を知りませんでした。認知症サポーター活動や認知症カフェをはじめ、チームオレン

ジや本人ミーティングなど認知症の方とその家族を地域全体でサポートする体制を強

化する必要があります。

また、高齢化が進むなか、認知症高齢者や単身高齢者等で判断能力が不十分な人の権

利を擁護する成年後見制度の必要性が、今後ますます高まっていくと考えられます。成

年後見制度や相談先の周知、権利擁護支援の地域連携ネットワークなどの体制整備に更

に取り組む必要があります。

●在宅医療･介護連携と本人の意思を尊重した看取りの推進

アンケートでは、一般高齢者の約 割が自宅での最期を希望していました。高齢者自

らが看取られる場所を選択し、周りの人がその選択を尊重することは、高齢者の尊厳の

保持に繋がります。本人が大切にしていることや望んでいること、どこでどのような医

療・ケアを望むかを周囲の信頼する人たちと話し合い、共有する取組として、アドバン

ス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）について、更なる周知啓発が必要です。

総　論



また、今後は後期高齢者の増加により、医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ者の増加

が見込まれることから、在宅医療と介護サービスの切れ目のない提供体制の更なる推進

に取り組む必要があります。

●介護サービス基盤の充実とサービスの質の向上

アンケートでは、一般高齢者の約 割が介護が必要になってもできるだけ自宅で生活

したいと回答しています。また、要介護認定者（介護者）に対するアンケートと介護保

険データによる分析からは、訪問系サービスを軸に通所系･短期系サービスを必要に応

じて組み合わせていくことが、在宅での生活の継続、介護者の不安や負担の軽減に繋が

る傾向があることがわかりました。

在宅生活の継続を支援するためには、訪問系サービスの頻回な提供体制を整える必要

があり、複数のサービスを一体的に提供する包括的サービスの整備を進めることも効果

的です。さらに、医療ニーズのある在宅療養者の増加が見込まれることから、地域ニー

ズに応じた質の高い介護サービス基盤の構築に取り組むとともに、介護事業所における

介護人材確保や運営の効率化を支援していく必要があります。
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